
（
法
人
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
一
款

国
際
最
低
課
税
額

第
一
款

国
際
最
低
課
税
額

第
八
十
二
条
の
三

省

略

第
八
十
二
条
の
三

同

上

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

６

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属
す
る
構
成
会
社
等
が
国
等
（
我
が
国
又
は
我

６

同

上

が
国
以
外
の
国
若
し
く
は
地
域
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
租
税
に
関

す
る
法
令
に
お
い
て
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
各
対
象
会
計
年
度
の
当
該
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
が
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
対
象
会
計
年
度
の
当
該
構
成
会
社
等

の
所
在
地
国
に
係
る
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
（
当
該
構
成

会
社
等
が
無
国
籍
構
成
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
構
成
会
社
等
の
同

項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
）
は
、
零
と
す
る
。

一

当
該
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
に
関
す
る
法
令
が
、
各
対
象
会
計
年
度
の

一

当
該
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
に
関
す
る
法
令
が
、
各
対
象
会
計
年
度
の

国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
に
お
け
る
当
期
純
損
益
金
額
（
第
八
十
二
条

国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
に
お
け
る
第
八
十
二
条
第
二
十
六
号
に
規
定

第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
当
期
純
損
益
金
額
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同

す
る
当
期
純
損
益
金
額
の
計
算
に
関
す
る
規
定
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
規

じ
。
）
の
計
算
に
関
す
る
規
定
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
が
設
け
ら
れ

定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
法
令
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

て
い
る
法
令
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

７

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の
最
終
親
会
社
等
が
各
対
象
会
計
年
度
に
お
い
て

次
に
掲
げ
る
要
件
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
国
際
的

に
認
め
ら
れ
る
国
又
は
地
域
と
し
て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
国
又
は
地
域
を
所
在
地

国
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
会
計
年
度
の
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等

に
属
す
る
構
成
会
社
等
に
係
る
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
（

当
該
構
成
会
社
等
が
無
国
籍
構
成
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
構
成
会

社
等
の
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
）
は
、
零
と
す
る
。

一

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
（
令
和
十
一
年
一
月
一
日
前
に
制
定

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
百
分

の
二
十
以
上
の
税
率
に
よ
り
会
社
等
の
所
得
に
対
す
る
租
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
。



二

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
に
お
い
て
、
自
国
内
最
低
課
税
額
に

係
る
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
会
社
等
の
所
得
に
対
す
る
租

税
の
額
が
当
該
会
社
等
の
当
期
純
損
益
金
額
に
照
ら
し
て
過
少
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
い
て
租
税
の
適
正
な
負
担
を
求
め
る
た
め
当
該
会
社
等
の
各
対
象

会
計
年
度
に
係
る
当
期
純
損
益
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
金
額
に
対
し
て
百

分
の
十
五
以
上
の
税
率
に
よ
り
租
税
（
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
を
除
く
。

）
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
に
お
い
て
、
他
の
会
社
等
に
持
分
を

直
接
又
は
間
接
に
有
さ
れ
る
会
社
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
子
会
社
等
」
と

い
う
。
）
が
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て

そ
の
事
業
の
管
理
、
支
配
及
び
運
営
を
自
ら
行
つ
て
い
な
い
場
合
そ
の
他
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
子
会
社
等
の
所
得
の
金
額
を
当
該
他
の
会
社
等
の
収
益
の
額
と

み
な
し
て
益
金
の
額
に
算
入
す
る
規
定
で
あ
つ
て
、
原
則
と
し
て
当
該
子
会
社
等

の
全
て
の
所
得
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
そ
の
益
金
の
額
に
算
入
す
る
金
額
を
算
出

す
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
に
お
い
て
、
会
社
等
の
所
得
に
対
す

る
租
税
の
額
か
ら
そ
の
国
又
は
地
域
以
外
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令

に
よ
り
当
該
会
社
等
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
租
税
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
規
定
（
自
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
税
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

８
・
９

省

略

７
・
８

同

上

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
所
在
地
国
を
所
在
地
国
と
す
る
第
三
項
に
規
定
す
る

９

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
所
在
地
国
を
所
在
地
国
と
す
る
第
三
項
に
規
定
す
る

10
特
定
構
成
会
社
等
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

特
定
構
成
会
社
等
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
項
第
一
号
」
と
読
み

中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
項
第
一
号
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル

11

10

ー
プ
等
の
こ
れ
ら
の
規
定
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額

ー
プ
等
の
こ
れ
ら
の
規
定
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額

等
報
告
事
項
等
（
第
一
項
の
内
国
法
人
に
つ
い
て
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
い
ず

等
報
告
事
項
等
（
第
一
項
の
内
国
法
人
に
つ
い
て
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

れ
か
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
が
あ
る
場
合
又
は
我
が
国
以
外
の
国
若
し
く
は
地
域
の
租

お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
が
あ
る
場
合
又
は
我
が
国
以
外
の
国
若
し
く
は
地
域
の
租

税
に
関
す
る
法
令
を
執
行
す
る
当
局
に
当
該
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告
事

税
に
関
す
る
法
令
を
執
行
す
る
当
局
に
当
該
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告
事

項
等
に
相
当
す
る
事
項
の
提
供
が
あ
る
場
合
（
第
百
五
十
条
の
三
第
三
項
（
特
定
多

項
等
に
相
当
す
る
事
項
の
提
供
が
あ
る
場
合
（
第
百
五
十
条
の
三
第
三
項
（
特
定
多

国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
報
告
事
項
等
の
提
供
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
報
告
事
項
等
の
提
供
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合



に
限
る
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

に
限
る
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

・

省

略

・

同

上

12

13

11

12

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
共
同
支

第
六
項
、
第
七
項
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
共
同
支
配
会
社

14

13

配
会
社
等
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

等
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

お
い
て
、
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の

、
第
六
項
中
「
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
一
号

は
「
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
八
項
中
「
第
二
項
第
一
号
イ
」
と

か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
七
項
中
「
第
二
項
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項

あ
る
の
は
「
第
四
項
第
一
号
イ
」
と
、
同
項
各
号
中
「
構
成
会
社
等
の
所
在
地
国
に

第
一
号
イ
」
と
、
同
項
各
号
中
「
構
成
会
社
等
の
所
在
地
国
に
お
け
る
」
と
あ
る
の

お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
支
配
会
社
等
及
び
当
該
共
同
支
配
会
社
等
に
係
る
当

は
「
共
同
支
配
会
社
等
及
び
当
該
共
同
支
配
会
社
等
に
係
る
当
該
所
在
地
国
を
所
在

該
所
在
地
国
を
所
在
地
国
と
す
る
他
の
共
同
支
配
会
社
等
の
」
と
、
「
係
る
当
該
特

地
国
と
す
る
他
の
共
同
支
配
会
社
等
の
」
と
、
「
係
る
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル

定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
」
と
、
第
十
一
項
中
「
第
六

ー
プ
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
」
と
、
第
十
項
中
「
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の

項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
」

規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
」
と
、
「
第
六
項
か
ら
第
八
項

と
、
「
つ
い
て
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
つ
い
て
第
十
四
項
に
お

ま
で
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
項
又
は
第

い
て
準
用
す
る
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
、
第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」

七
項
」
と
、
第
十
一
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
一
号
」
と

と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
」
と
あ

、
前
項
中
「
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は

る
の
は
「
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
」
と
、
「
第
二
項
第
三
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「
第
二
項
第
三
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
読
み
替
え
る

第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

省

略

同

上

15

14

財
務
大
臣
は
、
第
七
項
（
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

16
定
に
よ
り
国
又
は
地
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。

国
際
最
低
課
税
額
の
計
算
そ
の
他
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規

国
際
最
低
課
税
額
の
計
算
そ
の
他
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の

17

15

定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
款

国
際
最
低
課
税
残
余
額

第
一
款

国
際
最
低
課
税
残
余
額

第
八
十
二
条
の
十
一

省

略

第
八
十
二
条
の
十
一

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の
最
終
親
会
社
等
が
各
対
象
会
計
年
度
に
お
い
て

次
に
掲
げ
る
要
件
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
国
際
的

に
認
め
ら
れ
る
国
又
は
地
域
と
し
て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
国
又
は
地
域
を
所
在
地

国
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
会
計
年
度
に
係
る
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー

プ
等
の
第
二
項
に
規
定
す
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
残
余
額
に
は
、
当
該
グ
ル
ー

プ
国
際
最
低
課
税
残
余
額
の
う
ち
当
該
最
終
親
会
社
等
の
所
在
地
国
に
係
る
部
分
の

金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。



一

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
（
令
和
八
年
一
月
一
日
に
お
い
て
施

行
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
百
分
の
二

十
以
上
の
税
率
に
よ
り
会
社
等
の
所
得
に
対
す
る
租
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

二

そ
の
国
又
は
地
域
の
租
税
に
関
す
る
法
令
に
お
い
て
、
自
国
内
最
低
課
税
額
に

係
る
税
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
会
社
等
の
所
得
に
対
す
る
租

税
の
額
が
当
該
会
社
等
の
当
期
純
損
益
金
額
（
第
八
十
二
条
第
二
十
六
号
（
定
義

）
に
規
定
す
る
当
期
純
損
益
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

照
ら
し
て
過
少
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
租
税
の
適
正
な
負
担
を
求

め
る
た
め
当
該
会
社
等
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
当
期
純
損
益
金
額
を
基
礎
と

し
て
計
算
し
た
金
額
に
対
し
て
百
分
の
十
五
以
上
の
税
率
に
よ
り
租
税
（
自
国
内

最
低
課
税
額
に
係
る
税
を
除
く
。
）
を
課
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の
同
項
の
各
対
象
会
計

年
度
に
係
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告
事
項
等
（
当
該
特
定
多
国
籍
企
業

グ
ル
ー
プ
等
の
第
二
項
に
規
定
す
る
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
残
余
額
の
計
算
に
つ

き
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
が
あ
る
場
合
又
は
我
が
国
以
外
の
国
若
し
く
は
地
域
の

租
税
に
関
す
る
法
令
を
執
行
す
る
当
局
に
当
該
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告

事
項
等
に
相
当
す
る
事
項
の
提
供
が
あ
る
場
合
（
第
百
五
十
条
の
三
第
三
項
（
特
定

多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
報
告
事
項
等
の
提
供
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
限
る
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

６

会
社
等
に
つ
い
て
、
当
該
会
社
等
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
収
入
等
（
第
八
十

４

会
社
等
に
つ
い
て
、
当
該
会
社
等
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
収
入
等
（
第
八
十

二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
収
入
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

二
条
第
五
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
収
入
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

ち
に
特
定
収
入
等
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
収
入
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

。
）
の
う
ち
に
特
定
収
入
等
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
収
入
等
を
い
う
。
以
下
こ

い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
他
の
収
入
等
（
特
定
収
入
等
以
外
の
収
入
等
を
い
う
。
以
下

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
他
の
収
入
等
（
特
定
収
入
等
以
外
の
収
入
等
を
い

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
収
入
等
の
み
を
有
す
る
導
管

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
収
入
等
の
み
を
有

会
社
等
と
そ
の
他
の
収
入
等
の
み
を
有
す
る
導
管
会
社
等
以
外
の
会
社
等
が
あ
る
も

す
る
導
管
会
社
等
と
そ
の
他
の
収
入
等
の
み
を
有
す
る
導
管
会
社
等
以
外
の
会
社
等

の
と
み
な
し
て
、
第
二
項
に
規
定
す
る
国
内
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
残
余
額
の
計

が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
項
に
規
定
す
る
国
内
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
残

算
を
行
う
も
の
と
す
る
。

余
額
の
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。

７

財
務
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ

を
告
示
す
る
。

８

我
が
国
を
所
在
地
国
と
す
る
導
管
会
社
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
際
最
低
課
税

５

我
が
国
を
所
在
地
国
と
す
る
導
管
会
社
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
際
最
低
課
税

残
余
額
の
計
算
そ
の
他
第
一
項
及
び
第
二
項
の
計
算
並
び
に
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま

残
余
額
の
計
算
そ
の
他
第
一
項
及
び
第
二
項
の
計
算
並
び
に
前
二
項
の
規
定
の
適
用



で
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
報
告
事
項
等
の
提
供
）

（
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
係
る
報
告
事
項
等
の
提
供
）

第
百
五
十
条
の
三

特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
（
第
八
十
二
条
第
四
号
（
定
義
）

第
百
五
十
条
の
三

同

上

に
規
定
す
る
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
属
す
る
構
成
会
社
等
（
第
八
十
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
構
成
会
社
等
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
構
成
会
社
等
」
と
い
う
。
）
を
い
い
、
そ
の
所
在
地
国
（

第
八
十
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
所
在
地
国
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
我
が
国
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
内
国
法
人
又
は
当
該
特
定
多
国
籍

企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属
す
る
恒
久
的
施
設
等
（
第
八
十
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
恒

久
的
施
設
等
を
い
い
、
そ
の
所
在
地
国
が
我
が
国
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
四
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
構
成
会
社
等
で
あ
る
外
国
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告
対
象
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
特
定

多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
の
各
対
象
会
計
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
次
項
、

第
三
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
百
六
十
条
（
罰
則
）
に
お
い
て
「
グ
ル
ー
プ
国
際
最

低
課
税
額
等
報
告
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
各
対
象
会
計
年
度
終
了
の
日
の

翌
日
か
ら
一
年
三
月
以
内
に
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
（
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
税
務

署
長
に
届
け
出
て
行
う
国
税
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
提
供
を
行
う
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
と

し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
二
条
（
罰
則

）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
当
該
グ
ル
ー
プ
国
際
最
低
課
税
額
等
報
告
対
象
法

人
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省

略

一

同

上

二

第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
（
除
外
会
社
等
に
関
す
る
特
例
）
、
第
八
十
二
条
の

二

第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
（
除
外
会
社
等
に
関
す
る
特
例
）
又
は
第
八
十
二
条

三
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

の
三
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

（
同
条
第
九
項
を
除
く
。
）
を
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

定
（
同
条
第
八
項
を
除
く
。
）
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

。
）
又
は
第
八
十
二
条
の
十
一
第
四
項
（
国
際
最
低
課
税
残
余
額
）
の
規
定
そ
の

む
。
）
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

他
政
令
で
定
め
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

三

省

略

三

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

10

10




